
要介護１～５の認定を受けたかたのサービス利用までの流れ 

 

〇サービス利用の流れ 

初めてサービスを利用するか

た 

今まで「要介護１～５」の認

定を受けていたかたで、既に

介護サービスを利用している

かた 

今まで「要支援１・２」の認

定を受けていたかたで、既に

介護予防サービスを利用して

いるかた 

居宅介護支援を行っている事

業所へ直接連絡し、契約をし

てケアマネジャーを決めてく

ださい。 

現在、ケアプランの作成をい

らしているケアマネジャーに

今回の認定結果を連絡し、引

き続き今後のサービス利用な

どについて、ご相談ください。 

今までの「要支援」サービス

の利用から「要介護」サービ

スの利用へ変更になります。 

現在のケアマネジャーや地域

包括支援センター職員に今回

の認定結果を連絡し、今後の

サービス利用などについて、

ご相談ください。 

ケアマネジャーが介護計画（ケアプラン）を作成します。 

 

ケアマネジャーは、医療や保険・福祉サービスに精通し介護サービスを必要としているかたやその家族が安心

して生活できるように支援する専門家です。個々の心身の状況などに合った介護サービスを利用できるよう、

利用者などからの要望を伺いながら、必要な介護サービスの利用計画を立て、利用者の支援を行います。 

※心身の状態が回復、悪化したなど変化があった場合には、随時、ケアプランの見直しを行い利用サービスの

変更もできますのでケアマネジャーへご相談ください。 

ケアマネジャー等

による状況調査 

 

 

 

本人の心身の状態

や環境、生活歴な

どを把握し、必要

なサービスについ

て、原案を作りま

す。 

サービス担当者 

会議の開催 

 

 

 

本人の力を引き出

せるようなサービ

スを、本人・家族・

サービス担当者が

集まり話し合いま

す。 

ケアプランの 

作成 

 

 

 

本人に必要なケア

プランを作成し、

サービスの種類や

回数を決定しま

す。 

介護保険の 

サービス利用 

 

 

 

介護サービスを利

用します。 


